
 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ ６ 回 定 例 総 会

議 事 録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 

令和７年９月１７日開会 

令和７年９月１７日閉会 
 

 

米沢市農業委員会 



1 

 

 

令和７年９月１７日（水）午前９時３４分 米沢市農業委員会第２６回定例総会を米沢市役所

庁議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 小関善隆 委員 

  ２番 我彦正福 委員 

  ３番 山王堂民榮 委員 

  ４番 佐藤政和 委員 

  ５番 宮﨑雅文 委員 

  ６番 木村彰博 委員 

  ７番 鈴木和義 委員 

  ８番 樋渡由美 委員 

  ９番 髙山吉典 委員 

 １０番 遠藤伊一 委員 

 １１番 小関敏弘 委員 

 １２番 橋本政美 委員 

 １４番 佐藤利夫 委員 

 １５番 長谷部吉雄 委員 

 １６番 相田市三郎 委員 

 １７番 伊藤俊浩 委員 

 １８番 鈴木晃子 委員 

 １９番 桐澤林右衛門 委員 

 

 欠席通告委員（１名） 

 １３番 古畑功一 委員 

 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 農業委員以外の出席者（なし） 

 

 

 会議に出席した事務局職員（７名） 

   事 務 局 長   相 田 悦 志 

   事務局長補佐兼農地主査   宮 原   功 

   農 政 振 興 主 査   髙 世   琢 

   主      査   丸 田   淳 

   主      査   瀧 口 圭 史 

   主      任   片 山 紀 子 

   主      任   須 貝 祐 太 
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 会議に付議した事項 

 

１．提出議題 

 

  報第１号   非農地証明の報告について 

 

  報第２号   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

  議第１号   農業委員会委員の議席の決定について 

 

  議第２号   事業計画変更申請について 

 

  議第３号   農地法第５条の規定による許可申請について 

 

  議第４号   買受適格証明願いについて 

 

２．その他 
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開  会   午前９時３４分 

 

髙世主査    これより第２６回米沢市農業委員会定例総会を開会いたします。 

        初めに、「農業委員会憲章」の唱和を８番 樋渡由美委員のご発声にてよ

ろしくお願いいたします。 

       （唱和） 

髙世主査    それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会  長    おはようございます。 

        いよいよ稲刈りがピークを迎え何かとお忙しいところ、大変ご苦労さまで

す。先ほど局長が話したとおり、小関敏弘委員が定例総会前に市長から農業

委員の辞令交付を受けたということで、ひとつよろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

        さて、今一番話題になっているのが米の概算金だと思います。全国的に概

算金を出したわけでありますが、3,000円くらい追加払いということで、ＪＡ

山形おきたまもそのように3,000円追加となったようであります。 

        米の概算金については、農林水産省、国で報告をしろとまとまったようで

ありますが、ＪＡの概算金については、報告しなかったら罰金という法律を

作ってまで毎月報告させるようですが、報告したものを何に利用するんだと、

何のために公表するのか、見えない部分があると。このぐらいで集めている

から米高いんだぞと、国民へ周知するとは言っているが、ＪＡを悪いほうへ

使いたいのか分からないけれども、何に使うかはっきりしないものを、罰則

をつけてさせるというのはいかがなものかと思ったところであります。 

        それから、置賜地区に試験場やトレーニングファームなどの研究施設がほ

かの地区に比べてないということで、前にも言いましたが、そのことについ

て置農委で県に要望をしたところであります。それを受けて、トレーニング

ファームについて、舩山現人県議会議員が県に質問をしたと。そして、県の

農林水産部からは、どういう施設が欲しいのか置農委と意見交換会をしたい

ということで、まず８月26日に、置農委の会長方で置農高校と産地研究所の

視察をしました。次の日の27日に、県の部長以下課長ということで４名くら

いが来ていたかな、意見交換会をしたところであります。それを受けて、今

度は９月12日に、置賜選出の県議会議員と意見交換会を行い、県議会議員も

置農委と一丸となって要望をしていくということでありました。 

        県の部長との意見交換の中で、置賜に研究施設がないというのは十分理解

していると。産地研究所があり、そこに昔は、水稲も果樹もありましたが、

水稲は庄内のほうへ、果樹は寒河江のほうへ出るとなって、水稲も果樹もや

めたと。南陽市の果樹農家の人たちは、そこでいろんな勉強をしたというこ
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とで、南陽市の会長は最後の研究生だったということを言っておったようで

あります。やはり地元にはないということであります。 

        置農高校の視察では、果樹は伐採したところが多く、植樹もしていないと

いう状況でした。勉強する建物についても、かなり昔の作業小屋みたいなと

ころで、中に先生の机があったりはするけれども、勉強する環境ではないと

いうような状況でした。改修してくれと要望してもなかなか実現しないとい

う状況のようでありました。 

        それで、まず一つは、西と東にある普及課を一本にして、置農高校の脇辺

りに持っていけないかと。そうすることで、ここもいろいろ同じような研究

をやったりしているので、一緒になって、一貫した研究ができないかと。そ

れを利用して、農家の方も圃場とかいろんな施設などを利用しながら研修で

きないかというようなことを言ったわけであります。ですが、そうはしたく

ても、各市町が、こっちへ持ってこい、うちへ建ててくれ、いや普及課はこ

こから持っていかないでくれなどと、それぞれに言われるとできないと。や

っぱりＪＡ山形おきたま一本ですので、そういうのを含めていろいろ考えて

もらって、各首長がそれぞれのことを言わないで、置賜一本で考えてもらい

たいということを言っておりました。 

        そこについては近藤市長に前に話して、県に出す置賜地区の重点目標に入

れてもらった。それは県議会のほうでも分かっていたんだけれども、ほかの

農業委員会は、まだそれを市町のほうへ言っていないということで、急遽、

各農業委員会の会長がその首長へ言うと、そして一丸となって取り組んでい

くと、県議会の先生方も一丸となって取り組んでいくということを確認して

おりますので、実現する可能性があると思ったところであります。 

        いろいろ活動しているわけでありますけども、何かと秋先は忙しいので、

スムーズに終わらせたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

        以上です。 

髙世主査    ありがとうございました。 

        それでは、議事に移りますが、総会の議長は米沢市農業委員会会議規則第

４条の規定により会長が務めることになっておりますので、会長に議事の進

行をお願いいたします。 

議  長    それでは、議事の進行をさせていただきます。 

        本日の出席委員は１８名であります。欠席通告は、１３番 古畑功一委員

であります。よって、本日開催の米沢市農業委員会第２６回定例総会は成立

をいたしました。 

        今回の議事録署名委員には、１７番 伊藤俊浩委員、１８番 鈴木晃子委
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員を指名いたします。 

        続いて、審議に入りますが、議案の訂正や議事運営について事務局からあ

りませんか。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    議案の訂正はございませんが、議事の進行についてご提案いたします。 

        本日は、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により補充選任さ

れました小関敏弘農業委員の議席が決定してございませんので、報告案件に

先立ち、議第１号の農業委員会委員の議席の決定について、の審議、処分を

お願いし、その後、通常の議事進行によりまして、順次報告案件から審議を

お願いしたいと考えますので、ご提案いたします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

議  長    それでは、ただいま事務局から提案のあった議事進行についてお諮りいた

します。 

        本日就任された小関敏弘農業委員の議席の決定のため、報告議案に先立ち、

初めに議第１号 農業委員会委員の議席の決定について、の審議、処分を行

い、その後、順次報告案件から審議を行うことに異議ございませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、事務局提案のとおり議事を進めます。 

        それでは、報告案件に先立ち、議第１号 農業委員会委員の議席の決定に

ついて、を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めま

す。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    議第１号 農業委員会委員の議席の決定について。米沢市農業委員会会議

規則第５条第２項により、欠員補充等により新たに就任した委員の議席は、

その委員が最初に出席すべき総会において議長が定めると規定されてござい

ますので、議席決定のご処分をお願いいたします。 

議  長    ただいまの事務局説明のとおり、米沢市農業委員会会議規則第５条第２項

の規定により、私から議席を申し上げます。 

        このたび選任されました小関敏弘農業委員の議席を１１番と定めます。 

        この件に関して、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第１号 農業委員会委員の議席の決定について、小関敏弘農

業委員の議席を１１番と決定することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 
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議  長    異議がないので、議第１号 農業委員会委員の議席の決定について、小関

敏弘委員の議席は１１番に決定いたしました。 

        それでは、１１番 小関敏弘委員、所定の席へ移動願います。 

        引き続き、議事を進めます。 

        報第１号 非農地証明の報告について、を議題といたします。議案の内容

について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第１号 非農地証明の報告について。次のとおり、農地及び採草放牧地

のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号２０号から２２号の計３件で、証明しました地目別の筆数及び地

積は、田６筆 ２，１７６．３７㎡、畑４筆 １，３４３．００㎡、合計１

０筆 ３，５１９．３７㎡です。 

        受理番号２０号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から山林原野への転用です。

利用状況は、平成１０年頃には既に耕作していないものです。 

        受理番号２１号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。畑から山林原野への転用です。

利用状況は、昭和６０年頃には既に耕作していないものです。 

        受理番号２２号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。田から山林原野への転用です。

利用状況は、平成７年頃には既に耕作していないものです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第１号 非農地証明の報告について、を終わります。 

        次に、報第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を議

題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    報第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について。農地の賃貸

借の合意による解約が成立したと下記のとおり通知がありましたので、委員

会に報告いたします。 

        受理番号１４号の計１件となります。申請人及び土地の表示等については

記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、畑のみ１筆 １，２

８９．００㎡です。 
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        受理番号１４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、以上で報第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて、を終わります。 

        次に、議第２号 事業計画変更申請について、を議題といたします。議案

の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第２号 事業計画変更申請について。次のとおり、事業計画を変更した

いと申請がありましたので、その可否を求めるため委員会に付議します。 

        受理番号１号の１件です。本件は、昭和５２年１２月２３日に農地法第５

条の許可を得ております。申請人、土地の表示等については議案書記載のと

おりです。当初計画は、一般住宅の建設です。実施状況については、所有権

移転登記は完了しております。工事は一部着工し、盛土はしておりますが住

宅は建築しておりません。今回の変更内容は、隣接地に居住する承継者が駐

車場の造成をするものです。 

        なお、今回の変更は所有権の移転が伴うため、承継人を譲受人としました

農地法第５条の許可申請が改めて提出されております。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの事業計画変更申請について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第２号 事業計画変更申請について、変更することを条件に

承認することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第２号 事業計画変更申請について、変更することを

条件に承認することに決定をいたしました。 

        次に、議第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題と

いたします。 

３  番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    山王堂委員。 

３  番    ３番 山王堂です。私に関係する議案がありますので、一時退席させてい

ただきます。 

       （山王堂民榮委員 退室） 
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議  長    それでは、先に受理番号１９号を上程いたします。議題の内容について、

事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第３号 農地法第５条の規定による許可申請について。次のとおり、農

地法第５条の規定による許可申請がありましたので、その可否を求めるため

委員会に付議します。 

        受理番号１９号の計１件で、申請がありました地目別の筆数及び地積は、

畑のみ２０筆 ４，５５３．００㎡です。 

        受理番号１９号 渡人 ○○○○ 外７名、受人 △△△△、土地の表示

と地積につきましては記載のとおりです。転用事由は、工場の増設及び敷地

拡張のためです。こちらは１種３種に該当しない小集団の農地の第２種農地

です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

９  番   （髙山吉典委員 挙手） 

議  長    ９番 髙山委員。 

９  番    ９番 髙山です。受理番号１９号に関して報告します。所在、地番等は記

載のとおりです。８月２８日に代理人であります行政書士の○○さんに電話

で確認いたしました。工場の増設と、敷地拡張し敷地内の安全確保、セキュ

リティー向上のため、工場敷地環境整備を行うということでした。トラック

等の出入り、あとは荷下ろしなどの環境を整えて工場を増設したいとのこと

でした。事前着工もなく、許可相当と考えます。ご審議お願いいたします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１９号について、意見並びに質問はありま

せんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１９号について、許可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、

の受理番号１９号は議案書のとおり許可することに決定をいたしました。 

       （山王堂民榮委員 入室） 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１９号を除く受理番号１７号から１８号を

上程いたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第３号 農地法第５条の規定による許可申請について。次のとおり、農
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地法第５条の規定による許可申請がありましたので、その可否を求めるため

委員会に付議します。 

        受理番号１９号を除く１７号から１８号の計２件で、申請がありました地

目別の筆数及び地積は、田１筆 ４８４．００㎡、畑１筆 ３５５．００㎡、

合計２筆 ８３９．００㎡です。 

        受理番号１７号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。転用事由は、駐車場の造成のためです。こ

ちらは都市計画法の用途地域内の第３種農地です。 

        受理番号１８号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。転用事由は、一般住宅の建設のためです。

こちらは都市計画法の用途地域内の第３種農地です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

１ ７ 番   （伊藤俊浩委員 挙手） 

議  長    １７番 伊藤委員。 

１ ７ 番    １７番 伊藤です。受理番号１７号の案件ですが、先の議第２号で審議し

ていただいたとおりの内容・場所であります。住宅地の中にあるところで、

許可相当と思います。よろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、１８号。 

１ ９ 番   （桐澤林右衛門委員 挙手） 

議  長    １９番 桐澤委員。 

１ ９ 番    １９番 桐澤です。受理番号１８号の案件について報告します。申請人、

土地の表示については記載のとおりです。８月末に現地確認と申請代理人の

○○行政書士に電話確認をし、住宅が老朽化したため、母親名義の土地に息

子の△△さんが住宅を建築するということです。事前着工はありませんでし

た。ご審議のほどよろしくお願いします。 

        以上です。 

議  長    それでは、先の受理番号１９号を除く受理番号１７号から１８号について、

意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１９号を除く受理番号１７号から１８号について、許

可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、

先の受理番号１９号を除く受理番号１７号から１８号は議案書のとおり許可

することに決定をいたしました。 
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        次に、議第４号 買受適格証明願いについて、を議題とします。議案の内

容について、事務局から説明をお願いします。 

丸田主査   （挙手） 

議  長    丸田主査。 

丸田主査    議第４号 買受適格証明願いについて。下記農地について、仙台国税局に

よる公売入札参加のため、農地の買受人として適格であることの証明願いの

申請がありましたので、その可否を求めるため委員会に付議いたします。 

        受理番号１号の計１件です。申請人及び土地の表示等については記載のと

おりとなります。申請のありました筆数及び地積は、畑のみ１０筆 ３，７

２８．４９㎡です。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と詳細につ

きましては記載のとおりです。申請事由は、公売人の参加資格を得るためで

す。 

        なお、議案書記載の附帯決議についてもご審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。 

        それでは、受理番号１号を上程いたします。 

５  番   （宮﨑雅文委員 挙手） 

議  長    ５番 宮﨑委員。 

５  番    ５番 宮﨑です。受理番号１号の案件に関しまして、調査結果を報告しま

す。申請人、渡人、受人は記載のとおりとなっています。受人の△△さんが

現在自営業で、今までずっと畑を耕作されておりまして、規模を拡大して主

に山菜等を栽培したいということで、今回の申請に至ったということです。

９月２日に現地を確認してきまして、ご本人とも電話で内容を確認しまして、

問題ないかと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、受理番号１号について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号について、議案書のとおり証明することに異議あ

りませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第４号 買受適格証明願いについて、は議案書のとお

り証明することに決定いたしました。 

        なお、本適格証明書をもって落札をなし、農地法第３条の許可申請がなさ

れた場合には、直ちに許可することの決議を附帯いたします。 

        以上で１の提出議案についての審議は終了いたしました。 
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        続いて、２のその他に移ります。 

        その他の１つ目、運営委員会委員の選出について、を議題といたします。

議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    その他の１つ目、運営委員会委員の選出について。米沢市農業委員会規定

第６条第１項第３号の規定により、委員会に付議するものです。 

        本年４月末をもって農業委員を辞任された江口益美氏につきましては、在

職中に運営委員をお務めいただいておりましたが、辞任に伴いまして、現在

運営委員に空席が生じております。 

        運営委員の委員数等の構成につきましては、米沢市農業委員会規則第６条

第１項に規定されております。会長及び会長職務代理者以外の運営委員につ

きましては、その条項の第３号において、委員のうちから互選した者８名以

内となっているところでございます。 

        構成人員は現状規定数を充足してはございますが、小関敏弘委員の補充が

ございましたので、今般、お諮りするものでございます。 

議  長    ただいま事務局から説明のあったとおりですが、運営委員の構成人数は充

足しておりますが、従来、運営委員には農業関係団体推薦の委員の方を互選

して、関係団体との連携を図りながら会議を運営してきた経過もありますの

で、空席分の補充とその互選についてお諮りいたします。 

２  番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ２番 我彦委員。 

２  番    ２番 我彦です。５月の定例総会で、江口委員の辞任の同意について審議

された際に、遠藤伊一委員から、地域計画の実行に向けて働いていく必要が

あるという中で、土地改良区とのパイプ役を担っていただく農業委員が不在

となるのは様々支障も出てくると思われるとの発言があったわけで、この件

についてはそのとおりかと思いますので、今後も土地改良区との連携を図る

ためにも、今般、土地改良区の推薦で米平理事の小関敏弘委員が就任されま

したので、空席１名分の委員の互選を行うべきと考えます。 

        以上です。 

４  番   （佐藤政和委員 挙手） 

議  長    ４番 佐藤委員。 

４  番    ４番 佐藤です。私も、空席１名分の委員の互選を行うことに賛成でござ

います。互選については、先ほど会長や我彦代理からもありましたが、今回

の空席分は土地改良区推薦の委員であった江口氏が務められていた分でもあ

るわけですので、このたび土地改良区の推薦で就任された１１番 小関敏弘
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委員が米平理事でもありますので、運営委員に推薦したいと思います。 

        以上です。 

議  長    それでは、ただいま我彦代理ほか１名の委員から、空席１名分の運営委員

の互選は必要で、今回就任された１１番 小関敏弘委員を推薦したい旨の発

言があったわけですが、順次お諮りしたいと考えますが、異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないと認めます。それでは、まず、空席１名分の運営委員の決定の

ため互選することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議なしと認め、空席１名分の運営委員の決定のための互選を行います。 

        次に、互選方法について、今般就任された１１番 小関敏弘委員を推薦し

たい旨の提案意見がありましたが、まず、委員各位で自薦をお考えの方がい

らっしゃれば、挙手の上、その旨をお示しください。また、その他の互選方

法や、１１番 小関敏弘委員以外の委員どなたかを推薦するお考えの方はあ

りませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    自薦の方並びにその他の互選方法について意見のある方及び１１番 小関

敏弘委員以外の推薦はないと認めます。 

        それでは、お諮りいたします。１１番 小関敏弘委員を運営委員に決定す

ることに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、その他の１つ目、運営委員会委員の選出について、１１

番 小関敏弘委員を互選により空席１名分の運営委員に選出決定をいたしま

した。 

        次に、その他の２つ目、農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決議につ

いて、を議題といたします。 

        なお、本件については、事務局からの内容の説明の後に、協議会を開催し

て協議を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、そのように進めます。 

        それでは、農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決議について、事務局

の説明を求めます。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決議について、を説明いたします。 

        議案についてでございますが、農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決
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議について、読み上げさせていただきます。 

        私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関で

ある農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農

地利用の最適化を実現する責務を負っている。 

        特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接する

ことも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しな

ければならない。 

        私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵

守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 

        記。 

        １．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正

に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制限、

同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを

確保すること。 

        ２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法

令遵守を徹底するための研修等を実施すること。 

        以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長    以上で事務局からの内容説明が終わりましたので、定例総会を暫時休止し、

ただいまより開催の協議会にて、農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決

議について、の協議をいたします。 

        それでは、これより協議会へ移行いたします。 

       （協議会） 

議  長    それでは、協議会を閉じ、ただいまから定例総会を再開いたします。 

       （総会） 

議  長    先の協議会にて協議した内容について、事務局より報告を願います。 

髙世主査   （挙手） 

議  長    髙世主査。 

髙世主査    ただいまの協議会での協議内容について報告いたします。 

        議案の内容・決議について、それぞれのブロックで協議いただき問題がな

かったという報告をいただきました。よろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、農業委員会委員の法令遵守の申し合わせ決議について、ただい

まの事務局報告のとおり決議することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、その他の２つ目、農業委員会委員の法令遵守の申し合わ

せ決議について、は事務局報告のとおり決議することといたします。 

        続いて、皆様から何かご発言等ございませんか。 
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全 委 員    なし。 

議  長    ないようですので、２のその他を終了し、以上で本日の第２６回米沢市農

業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

閉  会   午前１０時１５分 
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以上、会議の顛末を記載し、相違ないことを認め、ここに署名する。 
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